
 

○浅野敏明市民課長 お答えいたします。 

 さっき蒲生吉夫議員からご指摘があったよう

に、国民健康保険では、扶養者につきましては

世帯主がすべて支払っているようなこともあっ

て保険料を支払わないシステムにはなっており

ません。一方、被用者保険の被扶養者について

は保険料の負担がなかったというようなことで

ありますので、国民健康保険の加入者から見れ

ばやはり不公平だというふうな意見もございま

す。やはり私もその方から見れば、そのとおり

だと思います。ただ、今まで払ってなかったの

を、すぐその負担がある程度増加するというの

もなかなか厳しい面もあるというふうに思いま

すので、見直しされてる軽減の延長や、それか

らたしか210万円までの方についても所得割の

軽減などを今、見直しされているようでござい

ますので、一気にそういった方向でなければ、

ある程度の負担がこの制度を堅持するためには

必要ではないかというふうに思っているところ

でございます。以上です。 ＋
 

 

 大道寺 信議員の質問 

 

 

○佐々木謙二議長 次に、順位２番、議席番号４

番、大道寺 信議員。 

  （４番大道寺 信議員登壇） 

○４番 大道寺 信議員 本定例会に当たり、通

告してあります２点について質問いたします。 

 まず第１点目は、指定管理者制度についてで

あります。 

 この指定管理者制度は、法改正前の公の施設

管理は地方公共団体のコントロールのもとで地

方公共団体が２分の１以上の出資をしている法

人、管理のための財団法人や社団法人等、土地

改良区などの公共団体、農協、生協、自治体な

どの公共的団体を受託管理者としてきましたが、

平成15年９月に施行された改正地方自治法では、

この管理委託制度を廃止し、株式会社を始め営

利企業、財団法人等の公益法人、ＮＰＯ法人、

その他任意団体等を指定管理者に指定し、管理

を代行させることができる制度であります。 

 これを受けて長井市でも、平成17年９月に

「長井市公の施設に係る指定管理者の指定の手

続等に関する条例」が制定され、本年４月から

文教の杜に指定管理者制度を導入し、本定例会

では図書館に導入するための条例改正が提案さ

れています。さらに地区公民館、市民文化会館、

勤労センターなどが検討されています。私は、

指定管理者制度に反対しているわけではなく、

導入すればこれを継続していかなければならな

いと考えます。導入し、うまくいかなかったか

ら直営に戻すということはできないと思います。

そういった視点で基本的事項について、以下、

質問いたしますので、その点をご理解いただき、

答弁をお願いいたします。 

 まず第１点目は、導入の可否を判断する基準

はについてであります。 

 指定管理者制度の目的は、多様な団体が有す

る固有のノウハウを公の施設の管理業務に活用

し、住民サービスの向上と管理経費の縮減を図

ることにあるとされています。また平成18年１

月に策定された「指定管理者制度に係る基本方

針（ガイドライン）」には、制度導入の基本的

考え方として６項目が挙げられています。この

目的に沿った検討を行って判断するということ

になるのだと思いますが、施設の担当部署のみ

の検討で進んでいるのではないかと考えます。

市全体として目的や基本的な考え方に沿ったチ

ェックを行い、導入の可否を判断することが必

要と考えます。現在その制度を所管する部署も

明確ではないのではないかと思います。条例や

基本方針は総務課で担当したと思いますが、具

体的な検討は所管部署のみとなっており、今後、

制度自体の問題点、課題等を点検し、よりよい

―３３― 



 

＋

制度にしていくことが必要であるという点でも

所管する部署も明確すべきと考えます。導入の

可否の判断基準に対する基本的考えについて、

市長のお考えをお聞きをいたします。 

 第２点目は、導入することが目的になってい

ないかについてお聞きをいたします。 

＋ ＋

 制度の目的は、住民サービスの向上と管理経

費の縮減にあり、そのことが十分実現できるこ

とにあると考えますが、現在の検討されている

ことは導入すること自体が目的になっているよ

うに感じます。既に導入している文教の杜、検

討している図書館、地区公民館ともに現在は業

務委託をしているところですが、いずれもその

理由に指揮命令権が大きな問題として挙げられ

ています。確かに業務委託する際には議会でも

派遣法との関係で「偽装請負ではないか」との

指摘もありましたが、本当に業務遂行上、大き

な問題となっているのか、あるいは法違反なの

か、その点も明らかにする必要があります。他

の施設でも一部業務委託をしているところもあ

り、大きな問題あるいは法に違反しているとす

れば、すべて指定管理者に移行しなければなら

ないのではないかと思います。また図書館では、

「民間の手法で効率的な運営ができ、管理経費

の縮減が期待できる」ということも挙げられて

いますが、法的に無料の施設になっており、指

定管理料だけで運営する施設では経費の縮減は

大きくは期待できないと考えられます。 

 以上のことから導入ありきとなっていないの

か、教育長の見解をお伺いいたします。 

 第３点目は、行政のノウハウは蓄積されるの

かについてお聞きをいたします。 

 指定管理者にほとんどすべての運営をゆだね

ることによって行政のノウハウが蓄積されない

ことが懸念されると思います。図書館の場合は、

図書購入は教育委員会に担当者を配置して行う

との考えが示されています。公民館は中央公民

館を直営にすることから地区公民館と連携して

いくことから心配がないと言われるかもしれま

せんが、実際に運営にはかかわらないことから

ノウハウがなくなることが心配されます。どの

ような考えでノウハウを維持していくのかにつ

いて、教育長にお伺いをいたします。 

 第４点目は、制度に対する市民の理解はある

のかについてお聞きをいたします。 

 指定管理者制度についての市民の理解につい

ては、まだ不十分であると思います。既に市報

等を通じて内容の周知はしておりますが、実際

にはほとんどの市民が理解している状況ではな

いと思います。施設に指定管理者制度を導入す

るということが民営化するということにとらえ

ている方が多いと思います。あくまでも運営委

託であることなど、制度の内容、目的を説明す

る必要があると思います。特に公民館は現在の

運営協議会との話を進めていますが、住民に対

する説明は不十分であると考えます。現在の運

営協議会は、事務管理公社の縮小に伴い主事の

雇用組織を中心に再編した組織であり、指定管

理者としての運営体としては対応できる組織で

はないと思われます。地域活動の核となる拠点

としての公民館であることから、地区住民の理

解を得ることが重要であると考えます。具体的

には、地区長会や地域の諸団体に対する説明及

び地区全体の協力を得ることが必要であると考

えますが、文化生涯学習課長の見解をお聞きを

いたします。 

 第５点目は、指定管理者の事業税等の取り扱

いはどうなのかについてお聞きをいたします。 

 指定管理者は、民間事業者、財団法人等の公

益法人、ＮＰＯ法人、その他任意団体などにな

りますが、当然ながら民間会社、法人格を有す

る団体は事業税課税の対象になると思いますが、

任意団体の場合はどうなるかについてお聞きを

いたします。 

 ご承知のように、かつて事務管理公社は消費

税課税対象とされたということは記憶に新しい

―３４― 
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ところですが、任意団体、すなわち人格のない

諸社団等が指定管理者になることによって施設

の利用料等収入を得ることになることから、こ

れが収益事業とみなされ課税対象になることは

ないのか等について、税務課長の見解をお聞き

をいたします。 

＋

 次に、大きな２点目の水道水ボトルドウオー

ターについて質問いたします。 

 水道水の商品化については、平成20年度の施

政方針では「ペットボトルとして商品化し、観

光の目玉として全国にＰＲしていきたいと考え

ている」とされています。また本年３月の定例

会では、我妻昇議員の一般質問でも水道水商品

化について質疑が交わされ、「販売に向けて検

討を進める」との答弁がされています。さらに

５月９日付、山形新聞の記事では、「長井の水

道水うまいよ 地下水100％ 市が販売へ」の

タイトルで、「長井市は地下水が水源でおいし

いと評判の水道水を商品化し、この夏をめどに

販売する。（中略）販売後は観光面などでＰＲ

材料に使うほか災害時の支援物資としても一定

量保管する予定だ」と掲載されました。そして

本定例会では、議案第68号 長井市水道事業会

計補正予算第１号では、水道水ボトルドウオー

ターの製造及び販売に伴い、収入では販売収益

50万円、支出では製造業務委託料として100万

円が計上されています。そこで以下の３点につ

いてお聞きをいたします。 

 第１点目は、目的は何かについてお聞きをい

たします。先ほどもこれまでの経過について触

れましたが、目的については施政方針や新聞記

事では「観光面等のＰＲ材料としていきたい」

としています。また補正予算の説明では、「収

入に5,000本製造し、１本100円で販売すると仮

定し50万円を計上。観光のＰＲ用にも使いた

い」との話があったと聞いています。補正予算

で収入で製造品全量を販売としていることから

見れば、事業として進めていくともとれると思

いますが、この水道水ボトルドウオーターの目

的は何かについて、市長のお考えをお聞きをい

たします。 

 次に、水道事業会計で処理することは正しい

のかについてお聞きをいたします。 

 １点目の目的とも関係しますが、このボトル

ドウオーターを水道事業所の事業として進めて

いくのであれば、公営企業会計の目的に沿って

おり、正しい処理になると思いますが、しかし、

その場合は事業計画を提案し、承認を得なけれ

ばならないと思います。まして予算計上どおり

でいくと赤字となっていますので、事業として

成り立つのか問題があると思われます。一方、

観光面のＰＲが主になるとすれば、一般会計の

経費として処理すべきものではないかと考えま

す。水道事業所長の考えをお聞きをいたします。 

 最後に、今後の展開をどのように考えている

かについてお聞きをいたします。 

 これも目的によって考えが違ってきますので、

端的にお聞きをいたします。この事業は、今後

も継続するのか、単年度のみかについて、水道

事業所長にお伺いをいたします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大道寺議員のご質問にお答えい

たします。 

 私の答弁すべきところは、まず１点目、指定

管理者制度についての（１）導入の可否を判断

する基準はということかと思います。指定管理

者制度導入に係る考え方は、大道寺議員のご指

摘のとおりでございまして、指定管理者制度に

係る基本方針に６項目を挙げているところでご

ざいます。この６項目につきましては、議員ご

承知のことかと思いますが、なお、私の方から

も確認させていただきますと、まず１点目とい

たしましては、現行の直営または業務委託で不

都合が生じているかということ。あと２点目が、

―３５― 



 

＋

指定管理者制度導入により行革メリットがある

のかという、この２点が現状分析として、これ

で１つ導入に当たってそこをまず検討し、次の

４点で検討を考慮するというふうにしておりま

す。 

＋ ＋

 その４点目の１点目が、施設ごとに住民サー

ビス向上と経費の効率的な活用を図るというこ

と、あと２点目が、第４次総合計画で掲げる特

定非営利法人、ＮＰＯ法人ですね、との協働の

まちづくりを推進するとともに民間事業者等を

広く活用していくこと、それから３点目が、事

業者の選定時や事業実施後などの適切な評価を

行うということ、あと最後に、指定管理者によ

る管理であっても市は公の施設の設置者として

市民に対して施設の責任を負っていくと、この

６つでございます。 

 本市では、指定管理者の運用、基本的な方針

などについては大道寺議員ご指摘のとおりにや

はり総務課が所管しまして、各施設における管

理運営の方針については各施設を所管する課等

の所管というふうに分担しております。指定管

理者制度導入の可否につきましては、導入を検

討しております所管課などが当該施設の管理運

営について、制度の導入が基本的な方針に沿っ

ているかどうかについてはもちろんでございま

すが、現在抱える問題点の解決につながるかど

うか、当該施設の管理運営に係る法律の適用な

ど各施設の専門的見地も含めて判断しなければ

ならないというふうに考えております。このた

びの図書館における指定管理者制度の導入につ

いても、単に図書館内だけでの検討にとどまら

ず、教育委員会の中でさきに述べましたような

ことを総合的に検討して今回の議会の上程に臨

んだものでございます。 

 次に、２点目の水道水ボトルドウオーターに

ついて、私からは目的は何かということでござ

いますが、関連がございますので、この（２）

（３）についても若干触れさせていただきたい

というふうに思います。 

 まず、このたびの水道水のペットボトル化に

つきましては、私は大きく３つの目的があって、

その実現に向けて今回上程させていただきまし

た。まず第１点目は、水道水の利用・販売の促

進でございます。ただし、これは市民向けのも

のでございます。具体的に申し上げますと、現

在、上水道の加入率が低い地域が多々ございま

す。これは大字単位でございますけども、そん

なことから上水道加入率の向上と飲料水として

の利用促進を図ると。加入率が60％台の地域も

ございます。そんなことから市内外に長井の水

道水のおいしさをＰＲ、宣伝することにより加

入率を向上させるとともに、市民の皆様に水道

水を飲料水としてもっともっとご利用いただき

たいと、飲んでいただきたいと、そして長井市

の水道事業会計の安定化を図るということでご

ざいます。 

 この１点目の２つ目としましては、水道水の

市外の方への販売ということでございます。こ

れはペットボトルの販売に限らず考えておりま

す。というのは、現在、長井市の水道水の供給

能力でございますが、これは長井市はそもそも

第３次総合計画までは人口を５万人というふう

に想定して基本計画を策定しております。です

からそれを上回る能力を水道も持っております。

１日当たりの最大の供給能力が１万8,400トン

でございます。これに対して現在の使用量はど

のぐらいかといいますと、大体平均して１日

9,000トンでございます。ですから５割ぐらい

しか実は利用していないと。しかしながら、水

道の使用料につきましては県内でも残念ながら

中位から上位の料金でございます。そんなこと

で、これを経営安定を図るためには、残り

9,000トン以上の能力があるわけですから近隣

の市町村で使っていただけないものかというね

らいも実はございます。そんなことからこの２

点で水道事業の安定化を図りたいという考え方

―３６― 
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でございます。 

 あともう一つは、２点目となりますけども、

水のおいしいまちとしまして、これは施政方針

等々でも申し上げているような「水のおいしい

まち長井」ということでの広い意味での観光Ｐ

Ｒということでございます。これからはもちろ

ん食糧と水というのは大変な重要な資源になる

わけでございまして、食糧につきましては、こ

としから始めておりますレインボープランの農

産物のブランド化で安全で安心な長井の農産物

ということをこれからＰＲしていくわけでござ

いますが、それと同時に、大変おいしくて地下

水100％の水道水がある長井市と、そして豊富

な水資源のあるまちということをＰＲしてまい

りたいと。 

＋

 あと３点目といたしましては、水道事業者と

しての責務、これは災害時にライフラインの最

たるものが水道でございます。そんなことから

災害備蓄用としてのペットボトル化をやはり水

道事業者として検討しなきゃならないというこ

との３点でございます。 

 そんなことから、多目的で水道事業所の宣伝

広告費の一環として営業利益の中からこれを今

回は予算化して上程させていただいたという内

容でございますが、やはり広い意味では、おい

しい地下水が飲めるというのは県内では水道水

では長井市だけでございますので、市民の皆様

の安全で、そしておいしい水が飲めるという誇

りとか、そういったものも広い意味ではあるん

ではないかなというふうに思っております。 

 今後でございますけども、実は今回、直接水

道事業所で製造することにしましたけども、当

初、平成19年から検討してまいりましたのは、

長井の水道水は供給しますけども、ペットボト

ルは民間で販売してもらうという考え方でずっ

と検討してまいりました。しかしながら、市内

の民間事業者の方が何とかペットボトル化を図

りたいと、やはり長井の水をＰＲしたいからと

いうことだったんですが、残念ながら多額の投

資を必要とされるということから、ちょっと少

し保留になっております。そんなことで、それ

がことしの春ごろ明らかになりましたので、じ

ゃあ、観光ＰＲとして、広い意味でのですけど

も、水道事業所の営業利益の中から50万円から

100万円ぐらい割いて試験的にやってみようと

いうことで、今回販売に踏み切ったものでござ

います。 

 なお、そのほか例えば長井市内の公園、市の

公園ですね、それと公衆用のトイレ、それから

消防用水などで実は水道事業所の負担で、約

238万円ぐらいでございますけども、本来であ

れば一般会計から支払わなきゃいけないものを

水道事業所の方が利益を上げているということ

で、それを一般会計で払うべきものをそういう

ふうに負担していただきながら広く水道事業と

して一般会計にも貢献していただいている部分

がございますので、そういうふうに今回も販売

促進費用として計上させていただきましたけど

も、議員ご指摘のとおり、これから来年以降も

続けるとしたらこういう形ではなく、やはり事

業として成り立つかどうかということをきちん

と判断しながら行ってまいりたいと思いますし、

ことしについても市のいろんな会議で使ってい

ただくペットボトルの、例えばお茶とかですか

そういったものを水道水として一般会計で購入

いただいたり、あるいは地場産センターで商品

として展示させていただくものを買っていただ

いたり、あとは商工観光課の方でも予算内でで

ございますけども、観光宣伝用に購入いただい

たりと、そういったことはお願いしてまいりた

いというふうに考えているところでございます。

よろしくお願いいたします。 

○佐々木謙二議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 大道寺議員のご質問２点につ

いてお答えをしたいというふうに思います。 

 まず１点目の導入することが目的になってい
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ないかということですが、指定管理者制度の導

入に当たっては、現状の業務委託の状況把握、

あわせて地方自治法の改正により公の施設の運

営管理については直営、一部業務委託、指定管

理者制度のいずれかにすることとされましたの

で、その点も十分に考慮した上で検討を行って

まいりました。 

＋ ＋

 このたび指定管理者制度を導入できるように

条例の一部改正を行う図書館については、平成

18年度から業務委託を行って、入館者数とか貸

出冊数の増加、レファレンスサービスの充実な

ど成果も上がっておるというふうに思っていま

す。しかし、委託者側である図書館長と職員、

それに受託者側の社員が同一フロア内で同じよ

うな業務を行うという状況は、ここ２年間やっ

てみて指揮命令のあり方を含めて決して効率的

な運営とは言えないものがあるなというふうに

感じているところです。また図書館業務全体を

考えた場合、現状の業務委託は図書館業務の多

くの部分を委託している状況でもありますし、

一部業務委託とは言えないのでないかというふ

うに考えております。図書館については、指定

管理者制度を導入することが適当と考えたとこ

ろです。 

 地区公民館についても、館長と主事の間に指

揮命令が発生しないということで、組織的には

問題があるのではないかというふうに思ってい

ます。公民館に指定管理者を導入するのは組織

上の問題だけではないわけですけども、地域活

性化活動の拠点施設として、これまでどおり住

民主導型の長井方式をより推進させ、自主自立、

協働のまちづくりなどの理念を実現する上では

指揮命令権等の課題を克服でき、生涯学習、地

域づくりの推進が図られる組織づくりが本制度

の導入の大きなねらいというふうに思っていま

す。 

 ２点目の行政のノウハウは蓄積されるのかと

いうことでございますが、大道寺議員ご指摘の

ような懸念は想定されるのじゃないかというふ

うに考えますので、指定管理者となった施設を

担当する職員には、常に施設の現場との対話力

を高める努力とか研修の必要があるというふう

に考えています。また指定管理者制度を導入す

る際には、業務の詳細を定めた業務仕様書の作

成が必要となりますので、その作業を通じて現

場の状況を把握することにより業務の内容につ

いてのノウハウを蓄積することができるものと

考えています。また図書館については、教育委

員会の担当に司書の資格を持つ職員の配置も一

つの考え方かなというふうに思っているところ

です。 

 公民館への指定管理者制度は、現在、各地区

公民館運営協議会との話し合いを行っている段

階で、最終的な姿については確定しているわけ

ではありません。中央公民館をどうするかは現

在検討中ですが、いずれにしても各地区公民館

との連携、連絡調整、指導、助言、相談などの

行政の役割は必要ですので、そのような業務の

中で地区公民館の運営状況と課題の把握が可能

と考えております。地区公民館は昭和63年から

公設民営である長井方式による運営を行ってき

ておりますので、住民主導による公民館運営の

ノウハウは十分蓄積されてきましたし、それら

を担当職員に継承しながら、今後もできるのじ

ゃないかというふうに考えております。以上で

ございます。 

○佐々木謙二議長 松木英司税務課長。 

○松木英司税務課長 ご質問ありました指定管理

者の事業税等の取り扱いについてお答えをいた

します。 

 法人税法及び消費税法におきまして法人とは、

公共法人、公益法人等、協同組合等及び普通法

人に分類されております。人格のない社団等も

法人とみなされてございます。地方税法上にお

きましても人格のない社団等は収益事業を行う

場合に法人とみなすとされてございます。お尋
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ねの人格のない社団等が指定管理者として公の

施設の管理を行う場合には、法人税法で示して

おります33種類の収益事業の請負業に該当する

ことになりますので、その収益事業から所得が

生じるときには法人税、法人事業税及び法人住

民税が課税されることになるものでございます。

所得が生じない場合は課税されませんが、申告

義務はあるものとされております。 

 なお、法人住民税につきましては、収益事業

を行っているかどうかを問わず均等割は課税さ

れるものでございます。また消費税及び地方消

費税につきましては、事業主体を問わず免税事

業所に該当する場合を除き資産の譲渡を行えば

消費税等の納税義務を負うものでございます。 

 以上のことから申し上げまして、任意団体、

人格のない団体に指定管理者として市の施設の

管理をお願いすることになりますと、法人税法

上の収益事業であります請負業に該当すること

になりますので、施設の利用料等収入を得るか、

得ないかにかかわらず課税対象となるものでご

ざいます。以上でございます。 
＋

○佐々木謙二議長 那須宗一文化生涯学習課長。 

○那須宗一文化生涯学習課長 大道寺議員の制度

に対する市民の理解はあるのかについてお答え

申し上げます。 

 大道寺議員ご指摘のとおり、指定管理者制度

に対する市民の理解が進んでいるとは言えない

状況にあるというふうに認識しているところで

ございます。そのような中で地区公民館への指

定管理者制度の導入につきましては、昨年度策

定いたしました「長井市公民館振興計画」の中

で方向性が出されております。この計画の策定

に当たりましては、地区公民館長会を７回、公

民館主事会を６回、運営協議会会長会を１回開

催してご意見をちょうだいして取りまとめたも

のでございます。 

 本年度に入りましてから、主に中央公民館長

が各地区公民館に出向きまして地区公民館への

指定管理者制度についての基本的な考え方や導

入までの流れについて説明を行ってまいりまし

た。対象といたしましては、運営協議会の皆様

方でございます。この説明につきましては、既

に西根地区、伊佐沢地区、豊田地区で実施をい

たしたところでございます。他の地区につきま

しても６月中に実施の予定でございます。しか

しながら、議員ご指摘のように運営協議会への

説明だけでは地区の皆さんの理解を得ることは

難しいというふうに考えておりますので、運営

協議会に対します説明が終了した後に地区長会

の代表の方や分館関連関係者などとの話し合い

を持ちたいというふうに考えております。その

際どのような方にお集まりいただくかにつきま

しては、その地区の事情もございますので、公

民館長さん、運営協議会長さんなどのご意見を

いただきながら進めてまいりたいというふうに

考えているところでございます。以上でござい

ます。 

○佐々木謙二議長 渡部政明水道事業所長。 

○渡部政明水道事業所長 大道寺議員のご質問に

お答えいたします。市長の答弁と重複する部分

については、お許しをお願いしたいと思います。 

 長井市の水道水のおいしさと安全性をもっと

広く市民の方々にＰＲすることによりまして、

蛇口から水を飲むという文化の継承にもつなが

るものと考えております。あと製作されました

ペットボトルにつきましては、地場産センター

や観光協会などに買い取っていただく方法、ま

た、さまざまなイベントなどがあるわけですが、

そのイベントの実行委員会組織から買い取って

販売いただく方法などについても今、検討して

いるところであります。そのことにより長井の

おいしい水を全国にＰＲしまして、県内外に長

井のよさを知っていただき、少しでも観光など

のＰＲに役立てればと考えておるところでござ

います。 

 会計上の事例でございますが、先進事業体の
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山形市水道部では、水道事業会計の３条予算の

総経費に広告料として予算化しているとのこと

です。また、この件につきましては公益企業法

に照らし合わせても問題ないと考えております。

したがいまして、水道事業会計での処理につき

ましては問題ないと考えております。 

 また、事業認可についてでありますが、県に

問い合わせしたところ、認可については必要な

いとのことでありました。また山形市水道部に

もお聞きしたところ、必要なかったとのことで

あります。 

 あと、２問目の今後の展開でございますが、

今年度の反響を見まして十分検討しなければな

らないと思いますが、今後も計画を立てまして、

継続していきたいと考えております。 

＋ ＋

 今後とも努力してまいりますので、市議会の

皆様のご理解をお願い申し上げます。 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 それぞれお答えをいた

だきましてありがとうございました。幾つかま

た再質問させていただきたいと思います。 

 まず、指定管理者制度の関係なんですけれど

も、市長からいわゆる所管の関係で総務課が所

管だと、こういうふうに明確にしていただきま

したけれども、今の検討といいますのは、導入

はほぼ教育施設、教育委員会所管の施設がずっ

とほとんどなんですね。ですから教育委員会中

心にやってるということで、実際には総務課の

かかわっている部分が非常にないということな

んで、なかなか聞いてもはっきりしないという

ことがありましたんであえてお聞きいたしまし

た。 

 私が申し上げたいのは、教育委員会だから教

育委員会は十分に検討したからそれでいくんだ

という、いろんな基本項目がありますけど、チ

ェックしてやるんだということなんですけれど

も、しかし考えてみますとこれは長井市全体と

しての制度で、長井市全体として公の施設をこ

の制度を導入することによっていかに効率よく

していくかということなんですよね。だとする

と、もう少しやっぱり横の関係ですね、ほかの

部署との横の関係。さっき、後で申し上げます

けれども、例えば税務の関係なんて恐らくそこ

までならないはずなんですね、その検討が。だ

からそういう意味からすると、検討段階でほか

の部署も含めて、きちっとこれが本当に指定管

理者制度導入にふさわしいのかどうかと、こう

いう検討がもっともっと私は必要ではないかと、

こういう意味で質問をさせていただきました。

その点について市長、お考えをお伺いしたいと

思います。 

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大道寺議員がただいまご指摘の

点については、私もそのとおりだと思いますし、

所管する課だけじゃなくて、いろんなかかわり

のある課との連携で協議しなければならないと

いうふうに思っております。ただ、今の指定管

理者制度の進め方については、自立計画並びに

行財政の計画の中で、既定路線として載ってる

部分でございまして、例えば、ここには私ども

図書館も果たしてこれでいいのだろうかという

じくじたる思いはしております。しかしながら、

現状のままでも必ずしもいいとは判断できない

部分がございまして、そんなことから計画にの

っとって、あと主管課の意向を最大限尊重して、

今回判断させていただいたということでござい

ます。 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 確かに行財政改革集中

プラン、それに載ってるからというので、図書

館のとこにも一番先に出てくるんですけど、こ

れは例えば行財政改革推進委員会からそういう

提言ありましたということも含めてそういう計

画に載ってるんですね。だけどもそこは、本当

に導入してふさわしいかどうかって検討されて

載ってきたかというと、必ずしも私はそうじゃ
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ないと思うんですよ。そこまできちっとしたか

っていうと非常に問題あるところだと思うんで

す。 

 一番心配してるのは、先ほども申し上げたん

ですけれども、３年なら３年、指定管理者で期

間ありますよね。実は３年やったら「うちはで

きません」という受け手側がなったときに、じ

ゃあもう一回、直営に戻すんですかっていうこ

とになっちゃうんですが、その辺が本当にある

んじゃないかって心配も実はあるんですよ。だ

からそういう意味で、「載ってるから」、「既

定路線だから」というんじゃなくて、もう一度

そこもきちっとやっぱり検討すべきではないか

というふうに私は申し上げているんです。 

 先ほども導入することが目的になっていない

かというふうなところでも申し上げたんですけ

ど、私は民間業者で当然民間の経営手法ってい

うのはあって、そのノウハウがあって、効率的

にやるということは非常にあると思うんですけ

れども、しかし、これ市長も民間の会社を経験

されましたから、民間会社はやっぱり利益上げ

るという大きな目的です。そうすると、例えば

収入が入ってくる部署であれば、収入をいかに

上げるかということで非常に民間手法が生きて、

それでうまく効率よく今度いく。あるいは管理

経費も、そのことで縮減できるということがあ

るんですけれども、例で挙げますように、図書

館の場合、入館料は取っちゃいけないわけです

よ、本の貸出料は取っちゃいけないわけですよ。

そうしますと、最初のときは正規職員も今現在

ですと、例えば図書館では２人おられるから、

その経費どんと落ちますよというのは落ちるん

ですよ。これが２年、３年いったら絶対そうは

いかないんですよ、今度。収入入るもんないわ

けですから、指定管理料だけでやるわけですよ。

そうすると必ずしもそれは管理経費の縮減にな

ったり、効率よくなったりということにならな

くて、むしろそれは、あとは人件費をいかに抑

えるかしかなくなっちゃう。そういう心配ある

んです。結局そうなる。民間は利益上げなけり

ゃやっていけませんから、何で生み出すかとい

ったら、結局は人件費を抑制しなきゃいけない、

こういうことになっちゃうんじゃないかってい

う心配あるわけですよね。私はそういうことを

申し上げてるんですよ。だからそういう意味で

は、集中改革プランに載ってるからだけで、既

定路線だじゃなくて、もう一度その辺はきちっ

とやるべきではないか、検討すべきではないか

というふうに申し上げてるんで、もう一度その

辺について市長お願いしたい。 

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大道寺議員のご指摘のとおりで

ございます。ちょっと私も先ほど言葉が足りな

かったんですが、例えば、たとえ集中改革プラ

ンとか自立計画に載ってるとしても、まだ具体

的に行ってないところがあるわけですね。例え

ば文化会館であったり、あるいは勤労センター

とか。ただし、今回の図書館については、議員

もご指摘のとおり、形として現在は株式会社に

委託してるわけですね。これなぜそうなったの

かと。私は非常に危惧しております。これが当

初ＮＰＯということを想定して行ったと。ＮＰ

Ｏの場合は、目的が収益を上げることが目的で

ございませんので、株式会社とはまた違った、

市民にとっても、あるいは行政側としてもパー

トナーとしてやっていけるんですが、株式会社

の場合ですと、特に使用料いただけないわけで

すから、大道寺議員がご指摘のとおり、人件費

をいかに削減して会社の利益を上げるか。ある

いは、委託料をたとえプロポーザルというふう

な形でやったとしても、だんだん料金を上げざ

るを得ないだろうと、委託料をですね。そんな

ことから、私は図書館については非常に疑問視

しておりますが、ただしこれからまた直営に戻

すというのも、残念ながらかなり厳しい現状だ

ということで、今回は本当に３年前の契約のや

＋
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り方が悔やまれると。ベストではないんですけ

ども、よりベターな形として、やはり指定管理

者制度に向かわざるを得ないだろうと思います。

これから進むのについては、議員がおっしゃる

とおり、しっかりとそういった自立計画、集中

改革プランにとらわれずにきちんと検討して行

ってまいりたいと思います。 

＋ ＋

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 じゃあそういう、これ

からの件についてはそういう進め方が必要では

ないかと思いますのでよろしくお願いしたいと

思いますが、図書館の問題についてはこの後、

藤原議員が質問されるということですので。 

 先ほど教育長の方から、いわゆるノウハウの

関係で確かに心配あるということで、担当職員

なりに十分蓄積できるような教育訓練も含めて

そういう配置もしていきたいということなんで

すけど、ここで非常に疑問なのは、先ほど図書

館の担当で司書を持ってる方の配置も考えてる

とおっしゃったんですが、そうすると、結局は

今は図書館にそういう人いなきゃいけないから

いますよね。指定管理者にしたんだけど、また

教育委員会でその司書の人が要るということに

なると、何ですかと、こうなっちゃうんですよ、

考え方として。結局、人をもう一人、職員とし

て配置しなきゃいけないと、こういうことにな

ってくるんですよね。そこが非常に疑問なとこ

ろがあるんですよ。だけどノウハウをやっぱり

ちゃんと蓄積していくにはそういうやり方しか

ないということなんですけども、その辺はやっ

ぱり本当にどうあるべきだっていう指定管理者

制度そのものの関係もあるんですけどね。非常

に難しいところだと私は思うんで、ぜひその辺

はどうあるべきかっていうのは、もう少し検討

すべきじゃないかと。質問、確かにその心配あ

るんでこういうことをしたいというんだけど、

結果的にいうとそれだけ経費かかっちゃう。片

方で経費下げようと思って一生懸命するんだと

言いながら、経費はやっぱり人件費かかっちゃ

うということですね、配置すると。専門で全部

100％するのかっていう問題もあるんですよ。

その辺の仕組みについて、まだ流動的だと思う

んですけど、もう一度その辺についてお考えを

お伺いしたいと思います。 

○佐々木謙二議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 図書館なり公民館を指定管理

者にした場合に、やっぱりその担当職員を行政

側に置かなきゃならないと私は思っています。

それで、図書館と公民館を兼務するような、何

か組織内でいろいろ検討して、とにかく担当す

る職員を置くと。図書館を指定管理者にすれば

２人減るわけですね、市の職員。もしも、中央

公民館、指定管理者できませんが、中央公民館

を検討して、その職員も２人減るというような

ことになれば４名の減になります。そこに１人

の職員を教育委員会の文化生涯学習課に配置す

るとなれば、私は経費の削減っていうのは可能

なんじゃないかというふうに思っています。た

だ、いろいろ検討してみないとわかりませんけ

ども。今のところはそんなことです。 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 これはまた検討という

ことですので、非常に難しいところだなという

ところですね、そこのところは。 

 さらに、先ほどちょっと順序逆になるかもし

れませんけども、指揮命令の関係を非常に大き

な問題だって言われてるわけです。私、質問し

てるのは、明確に法違反になるんだとすれば、

例えば、学校給食共同調理場だって同じなんで

すよ。ところが多分、学校教育法か何かでだめ

だってなってるかわかりません。だけど法違反

でそこ大きな問題だとすれば、そういうところ

あるわけですよ、ほかにも。だとすれば、そこ

をすぐにしなきゃいけないっていう問題になる

んじゃないですかって質問を申し上げてるんで

す。だから、明確に法違反なんだと。いわゆる

―４２― 
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派遣法上の問題あるんだということなのかどう

か、その辺についてもう一度ご答弁いただけま

すか。 

○佐々木謙二議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 今の業務委託関係が法違反で

あるかどうかというのは、私は正確にはわかり

ません。ただ、今の状況、図書館であれば館長

と職員、公民館であれば館長と主事、指揮命令

権がないわけですから、その人間関係が崩れた

場合に私は運営が非常にしにくくなるんじゃな

いかというふうに思っています。そういう点か

ら、やっぱり日常的にというか、指揮命令でも

適宜性ってあると思うんですよ。ある程度期間

を置いてから、代表同士が話し合ってどうする

ということじゃなくて、その都度その都度指揮

命令ができるような体制の方がより効率的でな

いかという考え方もありますし、法に違反する

かどうかというのは、ちょっとその辺は正確に

はわかりません。ただ、そういうふうな状況の

中で、きちんとした指揮命令のとれるような組

織の方がよりベターではないかというふうに思

っています。 

＋

 ほかにもそういう業務委託の施設があるわけ

ですので、やっぱりさっきから大道寺議員ご指

摘のように、市全体でそういうふうな今の業務

委託の状況を出しながら検討することが必要な

んじゃないかというふうに思っています。 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 例えば、偽装請負なん

ていうのが、これ社会的にも問題になっている

わけですね。ただ、今、偽装請負に多いのは、

やっぱり結局、製造会社でラインに入ってて、

派遣だって言いながら実質的にはみんな毎日の

ようにそういうふうにきちっと命令するからこ

れ偽装だって言われるんだけど、例えば公民館

とか図書館みたいに毎日、何をやるかっていう

のはそこの責任者がちゃんと指示するところと、

もう大体定型的に決まっているところ、特に公

民館なんてそういうところなわけですよ。主事

が全然裁量でできるところで、あとは相談とい

うところがちょっと出てくるだけで、むしろそ

ういうところは、総務課長とこの前話したのは、

連携っていうんですか、連携協力しながら進ん

だっていう、この仕事をね。そういう考え方も

あるわけですよ。明確に法違反であればすぐ変

えなきゃいけないんです。これは一部業務委託

するときに問題になったわけですよ。だけど教

育委員会含めて市側は、「これは問題ないんで

す」と言って入れてきて、指定管理者制を導入

する時、「これ大きな問題です」というふうに

いかにも一番だっていうところが、ちょっと私

はそこははっきりしてもらわなきゃいけないと。

教育長は全体をもう少し、まだほかの検討の部

署あるんでもうちょっと明らかにきちっとして

いくというのかな、検討するということを言わ

れましたからそれはそれでいいんですけども、

さっき言ったように、導入が目的、これ一番問

題なんですが、すぐ解消しなきゃいけない。そ

れには指定管理者だっていうところに直に、大

きな要因にしているっていうのは、私はちょっ

と違うんじゃないかって思うんです。その辺も

うちょっときちっと、おっしゃるように大問題

であればそこははっきりして、ほかのところも

早くやりましょうということになるんだと思う

んですけど、ぜひそういう検討をもう一度さら

にしていただきたいと思います。 

 それから、先ほどいわゆる事業税の関係でお

聞きしたのは、事務管理公社も記憶に新しいと

ころで、それは対象じゃないと思っているとこ

ろが国税から指摘があって５年間取られたんで

すね。そこから事務管理公社を縮小してなくし

てやりましょうといったことがあるわけですよ。

今回の、じゃあ財団法人も実は多分法人税、事

業税の対象になるだと思うんですね。任意団体

もそうですね。それから今、検討されている地

区の公民館とか運営協議会とか、文教の杜も財

―４３― 



 

＋

団法人にもう行きましたから、じゃあその事業

税は市で持つんですか、それともそこの指定管

理者が。だからそこは、じゃあそういうのちゃ

んとそこまで頭入れてやっているんでしょうか

と。 

＋ ＋

 仮に一番心配しているのは、マイナスになっ

たら補てんしないという、その決めだと思いま

すよ。そうすると、マイナスにしないにはその

指定管理料を年度末にいかに余すかっていうこ

とを考えるわけですよ。ちゃんとこう回ってま

すから、継続してますから。そうするとその収

益によって収益出ますよね。それはわかりませ

ん、私も専門家ではありませんから。そうなる

と法人所得税取られるなんていうことになっち

ゃったら、本当にそれまで示して請け負います

か請け負いませんかってやらないと、申告まで

しなきゃいけないっていうことでしょ。それだ

けの今度は経理っていいますか、会計処理しな

きゃいけない。すると会計処理する人が全部ま

たその仕事、今のままの主事の皆さんにどおん

って来るかっていう心配も出てるわけですね、

はっきり言って。仕事だけふえていくと。それ

で、税法の関係っていうか、法人税、私もちょ

っとやったことあって難しいんです。専門でな

いととっても片手間にはできないですよ。だか

らそこまで考えてきちっとやっぱり公募するん

でも何にしてもやっていかないと、これ非常に

難しいんではないかと思うんですよ。 

 １点だけ、文化生涯学習課長にお聞きしたい

んだけども、文教の杜の場合は財団法人文教の

杜ながいに対する法人税の取り扱いの部分って

いうのは指定管理料っていいますか、そこのと

ころはどういうふうに見られているんでしょう

か。 

○佐々木謙二議長 那須宗一文化生涯学習課長。 

○那須宗一文化生涯学習課長 文教の杜の指定管

理料の算定に際しましては、事業税の部分は算

定の中には入ってございません。文教の杜にお

聞きしました結果、文教の杜では税務署と協議

を、19年度までの場合ですが、事業税は支払っ

ていなかったと。税務署との協議の中で、税務

署からは実費弁償による事務処理の受託等の確

認についてというふうなことで、そこの中では

利益は生じていないというふうな考え方から税

は生じていないというふうなことのようでござ

います。ただ、20年度の場合ですと、これから

税務署との協議を進めたいというふうなことで

ございますので、そういった中身を受けながら

21年度以降どのようにしていくかは財団と話し

合いを持ちたいというふうに考えているところ

でございます。 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 やっぱり実際にこの制

度を導入してきちっとうまくやるにはそういう

ところまでちゃんとしていかないと、非常にや

っぱり後で問題になったということになると、

受けるところなくなりますよ。最初のうちはい

や、ない、変わりないんです。導入してしまえ

ばいいんですっていうやり方でやってったらそ

うなると思うんです。だからぜひその辺もきち

っとやっていただきたいと思います。 

 時間もありませんので、最後に、水道水のペ

ットボトル化について、市長から４項目にわた

っての目的だというお話をお伺いしたんですけ

れども、あえてお聞きしますけど、主目的です

ね、４つのうち。例えば平成20年度でいいです

よ、平成20年度の主目的っていうのはどこに置

くっていうふうに考えておられますか、市長に

お伺いしたいと思います。 

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 １つに絞るとすれば、やはり長

井の水道水はおいしいということのＰＲです。

以上です。 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 おいしいっていうこと

は市民向けも外部もということですか。これは

―４４― 
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非常に市長もうまい答弁されたなと思うんだけ

ど。ぜひ、これは事業化できるかどうかって、

採算合うかどうかっていうのは、多分３月の予

算総括ですか、我妻議員、一般質問かな、でや

りとりされましたように、これ非常に難しいで

すよね。特にその流通をどうするかとか、その

水道事業所で実際に事業として販売してやって

いくのだって非常に難しい問題あると思うんで

すよ。今回はまず試験的にというお話もありま

すから、いろんなＰＲ用を主にということでい

いんだろうと思うんですけれども、やっぱりこ

の１年かけて本当これがどうあるべきかと。毎

年ＰＲ用で、ＰＲ用でっていうことになっちゃ

うと困るんだと思うんですね、いつまでも。ま

あそれはそれでいいですよ、ずっと言われても

いいんですけども、事業化っていうと非常に難

しいところありますので、できればいいと思う

んです。水道事業所の収益にそれ上がるんであ

れば。だからそれについてはやっぱりきちっと

検討していただきたいというふうに思います。 ＋
 最後にもう一つは、会計上の問題で、実は本

当に公営企業会計として済むものかということ

も質問したんですけれども、市長あるいは水道

事業所長おっしゃったように、今回、例えば観

光に使うってなれば、一般会計の方で引き取る

ものについてはそういう処理していきますよと、

こういうお話がありましたが、20年度はそうい

う処理をしていくと、こういうことでよろしい

んでしょうか。予算内っていうことですね。予

算を超えるんであれば補正ということが必要な

んでしょうけども、現在の市長のお考えは、一

般会計の予算の範囲内でそういう買い取るもの

は買い取ると、一般会計の方でね。ということ

で進めるということでよろしいでしょうか。 

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 やはり20年度の一般会計は何とか国の方針が

変わったもんですからこうしていられるんです

けども、本当に厳しい状況だったと思うんです。

ですから、例えば敬老会とかも中止しましたし、

いろんなそのほかあるわけです。一般会計から

こういったことで100万円税金でつぎ込むって

いうのは、私は違うだろうと。ですから、水道

事業所は企業会計なわけですから、その企業会

計の中で利益があるからできるんです。できな

かったら当然こんなことはできないわけですけ

ども、そんなことで、まずことしは企業会計の

いわゆる広告宣伝費でという名目で。そして一

般会計の既決予算の中でそれを買い取っていた

だくということで、商工観光課あるいは地場産

センター、それぞれの課の方にお願いしたいと

いうふうに思ってます。 

○佐々木謙二議長 ここで昼食のため暫時休憩い

たします。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時００分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○佐々木謙二議長 休憩前に復し、午前に引き続

き会議を再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 なお、大沼 久議員から早退させてほしい旨

の申し出があり、許可いたしました。 

 また、午後の会議に宇津木正紀図書館長の出

席を要請しておりますので、ご報告いたします。 

 

 

 藤原民夫議員の質問 

 

 

○佐々木謙二議長 それでは、順位３番、議席番

号12番、藤原民夫議員。 

  （12番藤原民夫議員登壇） 

○１２番 藤原民夫議員 私は通告しております

―４５― 


